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特定求職者雇用開発助成金
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特定求職者雇用開発助成金
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特定求職者雇用開発助成金
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東京都の助成金
東京都障害者安定雇用奨励金
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障害を持つ方が、職場で安心していきい
きと活躍できる環境を整備することを目
的とする助成金



障害者安定雇用奨励金は２種類
・雇入奨励金
新たに障害者を正規や無期で雇用かつ

賃金その他一定の処遇で採用した場合

・転換奨励金
雇用している障害者を有期雇用⇒無期雇用に転換
かつ賃金その他一定の処遇改善を行った場合
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転換奨励金
◎支給額
・精神障害者 １５０万円

・精神障害者以外 １２０万円

※中小企業の場合



支給対象事業主の要件
①東京都内の雇用保険適用事業所
②政策連携団体でないこと
③過去５年間に労働関係法令等の重大な法令違反等がないこと
④ 都税の未納付がないこと
⑤風俗営業、性風俗関連特殊営業等に類する事業を行って
いないこと

⑥事業主等が暴力団員等関係者をでないこと
⑦支給申請日及び支給決定日において倒産していないこと
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対象労働者
特定求職者雇用開発助成金の対象となる障害者等
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支給の要件
・転換時期:有期雇用⇒無期雇用
・雇入れから３年以内
・対象の労働者が特開金の支給決定を受けていること
・東京都内の事業所にて就労
・転換後の所定労働時間 週20 時間以上
・雇用保険の加入手続きを行っていること
（※社会保険は適用要件に該当する場合）
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賃 金
転換後に①または②に該当すること
①転換前の賃金より時給換算額で５％以上昇給
かつ
昇給後の賃金が最低賃金を５％以上上回る額

②賃金が最低賃金を 10％以上上回る額

さらに:常に最低賃金を５％以上上回る額であること
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雇用継続と賃金支払い

転換後６か月以上の雇用継続し、
６か月以上の賃金を支給していること

※１か月あたりの実労働時間が８割以上であること
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制度の適用
次の①～⑧のうち、適用される制度が２つ以上あること
①昇給制度
②賞与制度
③通院有給休暇または病気有給休暇
④テレワーク制度
⑤フレックスタイム制度
⑥通勤緩和制度
⑦時間単位での年次有給休暇制度
⑧永年勤続表彰制度
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制度の適用

転換日時点で、適用される制度が整っていること

就業規則または雇用契約書に定めること

対象者に制度の説明を行っていること
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支給申請の手続き
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申請時期
・転換日から６か月経過し、６か月分の賃金を支給
した翌日から２か月以内

（例）給与:月末締め 翌月２０日払い（土日祝は後払い）
・転換日 R３.３.１
・６か月経過日 R３.９.１
・８月分の賃金支払日 R３.９.２１
⇒申請期間 R３.９.２２～R３.１１.２１
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添付書類
①特開金支給申請書および支給決定通知書（写し）
②障害者であることが確認できる書類（写し）
③雇用契約書（写し）★※雇入れ時から申請日までのすべての期間
④就業規則、給与規定（写し）★
⑤賃金台帳等（写し）★
⑥労働時間が確認できるもの（出勤簿、タイムカード等の写し）★
⑦会社案内・会社概要（登記簿謄本等の写し）
⑧印鑑証明書※発行日から３か月以内のもの
★原本証明が必要なもの
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支給決定・振込

支給決定通知書受理⇒おおむね３０日以内に振込
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最後までご清聴いただき、
ありがとうございました。
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